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 体調管理が必要な理由 

① 食品を汚染させないため！ 

  体調が悪い時は、体内に食中毒を起こす細菌やウイルスが存在し

ていることがあります。そのような時に食品に触れると、細菌やウ

イルスが付着し、食中毒の原因となってしまいます。 

② 調理器具の汚染、他の従業員への感染防止のため！ 

調理器具など手指が触れる箇所を汚染してしまう可能性がありま

す。また、トイレ等を介して他の従業員へ感染するなど、施設内の汚

染が拡大する恐れがあります。 

 

これから暑さが厳しくなりますが、皆様の体調はいかがでしょうか？ 

食品関連事業に従事する方は、日頃から自身の体調を管理する必要があります。 

体調が悪い時の対応 
 

  日頃から体調管理できていますか？ 

食品衛生 FAX通信 

・少しでも不安がある時は、無理せず、回復するまでしっかり休みましょう。 

・なるべく早く、職場に報告しましょう。 

・医療機関を受診し、必要に応じて検便を行いましょう。 

・復帰後も手洗いなどは念入りに！ 

※店長・責任者の方は、従業員の健康に配慮する責任があります。きちんと休

ませるのはもちろんですが、もし体調が悪い時に従事させてしまったことが判明

した場合は、使用した器具や手の触れる箇所を消毒しましょう。 

問合せ先 

島しょ保健所大島出張所      ℡ 04992-2-1436  島しょ保健所三宅出張所  ℡ 04994-2-0181 

島しょ保健所大島出張所新島支所  ℡ 04992-5-1600  島しょ保健所八丈出張所  ℡ 04996-2-1291 

島しょ保健所大島出張所神津島支所 ℡ 04992-8-0880  島しょ保健所小笠原出張所 ℡ 04998-2-2951 


